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長浜市の下水道受益者負担のあり方について（諮問）



公共下水道事業受益者負担金とは
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•排水設備の整備による排水の改善

利用価値の増加による利益

•不労利得の発生

地価の上昇による利益

•財源的制約を基とした優先着手の有利性

優先着手の利益

下水道事業整備で

生じた特別な利益

「利益」に応じた負担 ＝ 下水道事業受益者負担金



公共下水道事業受益者負担金の変遷

• 負担金を徴収する都市に対して国庫補助及び地方債起債を優先的に許可

受益者負担金の制度化 （大都市圏の整備）

• 事業費に対してその１/３ないし、１/５程度の賦課は公共下水道の設置によ

る受益の限度内と考えられる

受益者負担金の基準提言 （１９６０年代）
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公共下水道事業受益者負担金の変遷

•受益者負担金の額は、今後は、受益者負担金条例で具体的に定めること
が望ましい。

•具体的な負担金の額の決定にあたっては、受益の範囲内で事業費の一部
を負担するという原則に立脚しつつ、現在負担金制度を採用している各
都市の負担の水準を勘案して、住民に下水道の重要性を十分ＰＲして、
妥当な負担を求めるべきである。

•なお、負担金制度の運用にあたっては、公共下水道が整備され、その受
益が現実化する末端管渠の整備との関連を配慮することが必要である。
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受益者負担金制度への提言（1980年代）



公共下水道事業受益者負担金の変遷

下水道の整備が都市部から地方部へ移ると住民の負担に配慮した賦課方式が検討された

　都市部の賦課方式が、「単位面積方式」であるのに対し、

① 宅地面積が広い傾向にあるため地籍割で賦課を行うと負担金は高額になる

② 土地が賃借や売買の取引の対象になることは稀で土地利用の変化も比較的少ない

③ 農地等の土地は、公共下水道の受益がすぐに顕在化しない

　　　等の理由から、住民に理解を得るための賦課方式が採用されている。

　　◆賦課方式の全国例 長浜市域での採用

㋐住居１戸当たりの戸割方式・・・・・（湖北町）

㋑世帯ごとの人頭割方式・・・・・

㋒公共ますの個数方式・・・・・・

㋓建物面積方式・・・・・・・・・

㋔水道口径方式・・・・・・・・・

㋕単位面積方式との併用・・・・・・・（浅井町）

㋖単位面積方式・・・・・・・・・・・（長浜市、びわ町、虎姫町、高月町、木之本町）
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長浜
負担区

びわ
負担区

虎姫
負担区

浅井
負担区

湖北
負担区

高月
負担区

木之本
負担区

設定年度 Ｈ２ Ｈ3 Ｈ７ Ｈ７ Ｈ７ Ｈ８ Ｈ11

設定面積
(ha）

1,720.60 139.20 265.80 644.40 200.90 515.00 321.70

負担単価 310円/㎡ 480円/㎡ 400円/㎡
120,000円
+250円/㎡

300,000
円/戸

500円/㎡ 480円/㎡

長浜市公共下水道事業受益者負担金の設定

下水道事業費（建設費）に係る財源内訳
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国費 50/100 企業債 45/100 5/100

受益者負担金等



長浜
市街化
区域

長浜
市街化

調整区域
びわ 虎姫 浅井 湖北 高月 木之本

駐車場
(20㎡)
単独地

6,200 0 0 0 0 0 0 0

駐車場
(20㎡)

住居連坦
6,200 6,200 9,600 8,000 5,000 0 10,000 9,600

住宅地
(200㎡)

62,000 62,000 96,000 80,000 170,000 300,000 100,000 96,000

工場用地
(1000㎡)

従業員50名
310,000 310,000 480,000 400,000 2,500,000 300,000 500,000 480,000

現行制度による公共下水道事業受益者の負担の比較

単位：円
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浅井 法人事業所の場合（面積を問わず）

9人以下：37万円 10～29人：50万円 30～49人：150万円 50～99人：250万円 100～199人：500万円 200人以上 1,000万円
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県内他市の受益者負担金制度の状況

単位面積 その他

1 大津市 10 10

2 草津市 4 4

3 長浜市 7 5 2  戸割、戸割併用

4 東近江市 9 7 2  戸割併用 250円/㎡+125,000円

5 彦根市 8 8

6 甲賀市 5 5

7 守山市 1 1

8 近江八幡市 11 11

9 栗東市 7 7

10 湖南市 11 11

11 野洲市 14 14

12 高島市 18 17 1  １桝当り 200,000円

13 米原市 4 3 1  戸割併用 250円/㎡+120,000円

※　高島市は、平成27年度以降新たに賦課するものは、350円に統一されている

300円～400円

380円、500円

賦課方式
その他の賦課方式

250円～600円

200円

250円

200円、240円

240円～255円

200円～250円

負担区単価の状況

139円～240円

182円～300円

310円～500円

250円～420円

290円～350円

市名 負担区数
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下水道事業受益者負担金の法律定義

長浜市公共下水道事業に係る受益者の負担に関する条例（抜粋）

受益者負担金 都市計画法第４条第15項に規定する都市計画事業として施行

する下水道事業に要する費用の一部に充てるため、同法第75

条の規定に基づき徴収するものをいう。

都市計画法（抜粋）

第４条15 この法律において「都市計画事業」とは、この法律で定めるところにより第
59条の規定による認可又は承認を受けて行なわれる都市計画施設の整備に関
する事業及び市街地開発事業をいう。

第59条 都市計画事業は、市町村が、都道府県知事の認可を受けて施行する。

第75条 市町村は、都市計画事業によって著しく利益を受ける者があるときは、その利
益を受ける限度において、当該事業に要する費用の一部を当該利益を受ける者
に負担させることができる。

２ 前項の場合において、その負担金の徴収を受ける者の範囲及び徴収方法について
は、 市町村が負担させるものにあっては当該市町村の条例で定める。



下水道事業計画の見直しと受益者負担金

下水道整備の負担の整合は「それぞれの地域」で図れている

・下水道事業計画を策定し、計画的な下水道整備を行ってきた
・下水道の供用に向けて水洗化を啓発し、負担区単位で負担金を徴収してきた
・事業計画は5年ごとに見直しを行い、下水道の区域を追加している
・見直しに合わせ、拡大する区域の受益者負担金を決定している
・拡大する区域は整備済の区域と連坦しており、同じ単価で整合を図っている

12

・平成27年度の事業計画の見直しでは、農業集落排水の接続区域を追加している
・令和2年度で行う事業計画の見直しについても、農業集落排水区域の追加となる
・下水道の概成により新たに整備する計画はなく、新たな負担金設定の予定はない



下水道の概成 （農業集落排水処理含む）
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整備率
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整備人口 水洗化人口 整備率 水洗化率

人

令和元年度末の状況

長浜市の人口 １１７，４０３人

下水道整備人口 １１６，９２３人 整備率 ９９．６％

下水道水洗化人口 １１０，５４７人 水洗化率 ９４．５％

※浄化槽の地域：大浜町（はまべの里）、木之本町大見、飯浦、山梨子
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滋賀県内の汚水処理の状況

Ｈ30地方公営企業決算状況調査より：H31.3.31現在

行政区域

内人口

公共下水道

整備人口

農集林集

整備人口

下水道

整備人口

下水道

普及率

合併処理

浄化槽等

浄化槽

普及率

1 大津市 342,695 337,437 0 337,437 98.5% 1,777 0.5%

2 草津市 134,224 128,901 4,794 133,695 99.6% 448 0.3%

3 長浜市 118,125 94,829 22,959 117,788 99.7% 337 0.3%

4 東近江市 114,186 88,494 23,351 111,845 97.9% 894 0.8%

5 彦根市 112,997 94,555 4,310 98,865 87.5% 7,239 6.4%

6 甲賀市 90,833 70,571 9,970 80,541 88.7% 6,857 7.5%

7 守山市 83,313 79,444 3,773 83,217 99.9% 96 0.1%

8 近江八幡市 82,063 66,797 630 67,427 82.2% 14,225 17.3%

9 栗東市 69,560 68,934 182 69,116 99.4% 87 0.1%

10 湖南市 54,998 53,569 0 53,569 97.4% 793 1.4%

11 野洲市 51,080 49,669 1,012 50,681 99.2% 80 0.2%

12 高島市 48,669 42,589 4,873 47,462 97.5% 876 1.8%

13 米原市 39,138 35,256 3,761 39,017 99.7% 117 0.3%

※概成とは、普及率が 99.5％ 以上をいう

市名



都市計画マスタープラン改定（平成28年12月）

改定の方針
平成22 年の合併後の長浜市を「一体の都市」としてのまとま

りで考え、長浜市総合計画における将来都市像を踏まえて、都
市政策において目指す都市像の明確化、市全体として一体感の
ある土地利用方針への見直し、旧行政界にとらわれない合理的
な地域区分への見直しを行う

都市計画事業の負担の整合は「一体の都市」で図る必要がある
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都市計画区域の再編（平成28年12月28日）

・長浜市都市計画マスタープランの見直しに
あわせて、滋賀県東北部圏域における都市計
画区域の再編が進められ、本市が一体的なま
ちづくりを進める上で適した都市計画区域と
して、「彦根長浜都市計画区域」に属してい
たびわ地域・虎姫地域と「浅井湖北都市計画
区域」、「木之本高月都市計画区域」が新た
に区域区分の定めのない「長浜北部都市計画
区域」に再編されました。

行政区域

(可住地）

汚水処理

（ビジョン）

流域下水道関連

公共下水道

木之本地域の一部

都市計画区域外余呉地域

西浅井地域

都市計画区域

（再編後）

長浜地域
彦根長浜

都市計画区域

びわ地域

長浜北部

都市計画区域

虎姫地域

農業集落

排水処理

浅井地域の一部

湖北地域

高月地域

木之本地域の一部
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構成比率

 ＋  ＋ ＝ 都市計画区域外の区域

34,108.4ha

琵琶湖

14,139ha

都市計画区域

19,854.6ha

長浜市の区域

68,102ha

29.15% 50.08% 20.76%

長浜市の都市計画区域

15,304.6ha 浅井地域（高山町の一部を除く）

びわ地域（早崎町の一部を除く）

虎姫地域

湖北地域（湖北町延勝寺の一部を除く）

高月地域（高月町片山の一部を除く）

木之本地域（杉野地域・高時地域を除く）

区域区分されたもの 市街化区域

市街化調整区域

区域区分されていないもの

彦根長浜都市計画区域

長浜北部都市計画区域

4,550ha 長浜地域

都市計画区域

19,854.6ha



今後予想される下水道整備区域内の受益者負担金賦課対象・徴収対象の土地

　農業集落排水の接続 　新規賦課対象区域の土地としない(賦課済扱い）

　建築確認申請、土地調査(建築物を伴わない土地〉

　建築確認申請、農林業の用に供する建築物・居宅

　建築確認申請、土地調査(建築物を伴わない土地〉

都市計画区域内の土地 負担金対象となる条件 主な賦課徴収対象となる土地の把握

3）市街化調整区域の農地

　　 (徴収猶予地）

　開発許可による開発行為 　開発許可申請　すべての土地

　開発許可の不要な開発行為

　地区計画による開発行為 　地区整備計画　住宅市街地の開発

1）新規賦課対象区域の土地
　下水道の整備　賦課告示 　公共桝設置申請

2）市街化区域内の農地

　　（徴収猶予地）

　開発許可による開発行為 　開発許可申請　1,000㎡以上の土地

　開発許可の不要な開発行為

4）非線引き用途地域の農地

   　(徴収猶予地）

　開発許可による開発行為 　開発許可申請　3,000㎡以上の土地

　開発許可の不要な開発行為
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② ⑤ ⑥

①

⑩ ⑫

⑪

⑧

概成後の受益者負担金賦課の例示

負担区面積

下水道整備区域

⑦ ⑨

新たに賦課対象

となる土地

③ ⑬

④

汚水管：

公共ます設置申請

に伴い延伸整備

宅地：賦課済 農地：徴収猶予

農地：区域外

農地：区域外

雑種地：賦課済

農地：徴収猶予

農地：区域外

農地：区域外

宅地：賦課済

宅地：賦課済

宅地：賦課済

宅地：賦課済
公共ます設置

公道

公共ます設置

農地：区域外③離れを建築するために

造成した土地で①の宅地

と連坦地となり賦課対象

離れは①の既存ます利用

⑬住居を建築する

ために造成した土

地で桝の設置によ

り賦課対象

⑪駐車場を整備するために

造成した土地で⑩の雑種地

と連坦地となり賦課対象

（公共ます無）

⑫住居を建築する

ために造成した土

地で猶予解除によ

り徴収対象



徴収 徴収済

長浜 97 16 81 65 24 8 142 239

浅井 17 1 16 14 2 1 17

びわ 4 4 1 1 2 4

虎姫 5 1 4 2 3 5

湖北 3 3 3 3

高月 11 1 10 8 3 38 49

木之本 4 4 2 2 4

計 141 19 122 95 33 13 180 321

令和元年度公共汚水桝設置申請件数

地区
合計

本管延長を

伴う設置

本管からの

取付設置

申請に基づく公共ます設置件数

合計受益者負担金 特別工事

負担金

左の費用負担
開発者

施工
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公共下水道事業受益者負担金の課題

　負担金を賦課する要件は供用開始区域（公共ますを設置できる状態）となった場合であり、

　ますの設置の有無によらない。

　→公共ますの設置がない場合であっても賦課対象となる

　（駐車場として住宅敷地を拡大した場合等）

　負担金の賦課についてはますの設置の有無によらないため、幅広い調査（多大な労力）が必要

となり、賦課漏れといったリスクも生じる

　負担金は地積によるため、最新の登記を確認する必要がある

　負担金の賦課済地を永年管理していくにあたり、常時発生する土地の分合筆の把握など膨大な

事務が必要となる

　土地所有者、ます設置申請者が必ずしも受益者とならないことから受益者の申告が必要となる

　現　行　制　度　か　ら　派　生　す　る　課　題

下水道の受益

の考え方

受益者負担金

事務の課題
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公共下水道事業受益者負担金の課題

　地域ごとに単価が異なるため、同じ建築物であっても負担の格差が生じる

　→同規模の建築物の場合、土地に余裕がある地域の負担金は高額になる

　→200㎡の土地にます1基を10宅地分設置する場合と、

       2000㎡の土地にますを1基設置する場合の負担金額は同じとなる

　地域によって徴収する負担金に比べ、ますの設置に要する費用の方が高額となる場合がある

　例）一般的な住宅（200㎡）の負担金 6～7万円＜標準的なます設置費用 20～25万円

　→市で公共ますを設置するため、その費用のすべてが回収できていない

独立採算制

の確保

　現　行　制　度　か　ら　派　生　す　る　課　題

賦課の時期と

受益者の

資金繰り

　賦課の告示が必要となるため、負担金が決定してもすぐに賦課できない

　　例）10月竣工→（翌年4月賦課区域の公告、翌年7月賦課決定）

　・高額となりがちな負担金を住宅ローンに組み込めない

　・ローン返済中に負担金の請求が重なる

負担の格差

公平性
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No. 取付管 土被り No. 取付管 土被り

101-18 2.00m 1.30m 101-182 3.80m 1.20m

102-59 2.90m 1.47m 101-187 3.60m 1.55m

102-2 5.50m 2.56m 102-198 3.40m 2.62m

102-7 3.40m 1.20m 104-66 3.70m 1.16m

102-8 5.10m 1.20m 103-72 4.50m 1.44m

102-35 2.10m 1.49m 100-100 3.30m 3.80m

104-91 9.00m 1.41m 100-101 3.00m 1.23m

105-162 2.47m 1.38m 100-103 3.80m 3.70m

105-111 4.70m 2.12m 100-140 12.60m 1.66m

105-153 4.40m 1.53m 100-141 3.70m 1.44m

106-80 12.90m 1.63m 105-137 4.60m 1.81m

106-136 4.00m 1.69m 平均

257,400円

259,170円

汚水桝設置工事費の算定（消費税、地方消費税は10％を転嫁）

【令和元年度】

公共下水道特別ます工事負担金

設置工事費

266,200円

281,600円

358,600円

211,200円

268,400円

207,900円

205,700円

162,800円

478,500円

181,500円

257,400円

317,900円

178,200円

235,400円

231,000円

555,500円

205,700円

327,800円

184,800円

227,700円

154,000円

【平成30年度】

公共下水道特別ます工事負担金

設置工事費

205,700円

標準的な設置工事費は１桝当り 240,900円

令和2年度概算工事費 条件：取付管3.0ｍ 土被り1.2ｍ
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農業集落排水施設加入負担金とは

１）整備に要した１桝当りの地元分担金相当
額を供用後、新たに利用する者に負担させる
もので、湖北、木之本、余呉、西浅井の限ら
れた農村地域の制度である

２）合併協議では、供用後3年を経過してい
ない施設があることから、３年以内に排水設
備の整備を行う者との負担の整合を図るため
制度を引継いだ経過がある

３）農業集落排水のすべての区域では、公共
ますの設置に工事負担金を徴収している

４）最終的に農業集落排水として残る区域に
加入負担金が残り、公共下水道の区域との負
担の整合を図る必要がある

工事負担金 加入負担金

長浜 3 3 ー

浅井

びわ 4 4 ー

湖北 5 5 5

高月

木之本

余呉 2 2 2

西浅井

計 14 14 7

費用負担農業集落

排水
地区

令和元年度公共汚水桝設置件数
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農業集落排水施設加入負担金

長浜 浅井 びわ 虎姫 湖北 高月 木之本 余呉 西浅井

62,000 170,000 96,000 80,000 300,000 100,000 96,000 ー ー

0 0 0 0 0 0 0 ー ー

62,000 170,000 96,000 80,000 300,000 100,000 96,000 ー ー

長浜 浅井 びわ 虎姫 湖北 高月 木之本 余呉 西浅井

0 0 0 ー 300,000 0 525,000 300,000

250,000 250,000 250,000 ー 250,000 250,000 250,000 250,000

250,000 250,000 250,000 ー 550,000 250,000 775,000 550,000 500,000

公共下水道の区域でますを新設すると、受益者負担金を徴収

農業集落排水処理区域

公共下水道処理区域

　単位：円

公共下水道処理区域と農業集落排水処理区域での公共ます設置に係る負担の格差は、最高で12.5倍となる

※公共ます設置工事負担金を 250,000円 とした場合の比較
農業集落排水処理の区域は、ますの費用は工事負担金を徴収

新たに公共ま

すを設置した

場合

区分

加入負担金
500,000

工事負担金

計

　都市計画外の区域を含めた公共汚水桝設置（受益者負担金）費用比較

200㎥の宅地

に公共ますを

設置した場合

区分

受益者負担金

工事負担金

計
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•下水道整備で生じた特別な利益が、市域全体で享受できるようになった

（普及率：99.6％）

下水道の概成

•合併後の長浜市は、旧行政界にとらわれない一体の都市を目指す都市政策とした

一体の都市の確立

•概成した現在の整備は、本管からの取付管、公共ますの設置が主となっている

•本管整備後相当の年数を経過しており、舗装掘削、舗装復旧の工事が発生している

•賦課の公告が必要なことから、新築物件の場合、居住した翌年に負担金請求となる

•融資には負担金の決定が必要なことから、住宅ローンに組み込めない

•都市計画の用途により、将来においても下水道の受益が顕在化されない農地がある

•徴収猶予している農地等がすべて転用されるまで、猶予地管理事務が残る

現状に即した受益者負担のあり方について

受益者負担金の現状と課題



現状に即した受益者負担のあり方について
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（１）新たな受益者負担は、市内どこにおいても統一した負担とする

（２）概成した状況を考慮し、公共ます設置に要する費用を新たな負担対象とする

（３）費用負担は、標準的な公共ます設置工事費を基に算定する工事負担金とする

（４）住宅融資の対象となるよう、設置承諾において工事負担金を通知する

（５）受益者負担金賦課済の土地には、ます設置に係る工事負担金を請求しない

（６）徴収猶予の農地は賦課を取消し、公共ますが必要となった時点で負担を求める

（７）農業集落排水処理加入負担金は廃止し、工事負担金で統一する

（８）見直しの時期は、公共下水道事業計画の変更認可後とする

（９）猶予地管理事務を見直し、人件費等の事務経費の削減を図る

制度見直しの考え方



•受益者負担金賦課に係る告示、申告、現地調査事務

•債権管理、期別管理事務

•農地土地利用追跡調査事務

•工事負担金精算事務

事務経費の削減

•公共ますの設置申請に係る確認

•地図情報システムによる賦課済の土地の表示

•受益者負担金システムによる賦課済地番確認

賦課地の管理

•投資に係る財源の適正確保

•旧の行政区域界隣接地での負担格差の解消

•わかりやすい負担の構築

投資活動における収入の確保等

現状に即した制度の

見直しによる効果 職員数の減員
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現状に即した受益者負担のあり方について


